
介護老人福祉施設 重要事項説明書 別添 

 

令和６年８月 1 日現在 

 

 

 

１ 介護保険給付対象サービスの料金 

（１）利用料金（単位／日） 

介 護 度 サービス単位 

要 支 援 利 用 不 可 

要介護度１ ５８９ 

要介護度２ ６５９ 

要介護度３ ７３２ 

要介護度４ ８０２ 

要介護度５ ８７１ 

 

（２）法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用 

償還払いサービスとなるため、一旦、基本額の全額をお支払い頂き、後で保

険者から入所者に還付されることになります。この場合、園は「サービス提供

証明書」を交付します。 

 

（３）加算料金 

加 算 サービス単位 内  容 

福祉施設初期加算  ３０単位／日 
入所日から３０日間又は３０日以上入院し、施設復帰

された場合（算定は３０日間が上限） 

福祉施設外泊時費用 ２４６単位／日 

入所期間中に入院又はご自宅に外泊された場合（１ヶ

月６日間を限度）外泊時在宅サービス利用費用との同

時算定は不可 

安全対策体制加算 ２０単位／回 
研修を受けた担当者が配置され、施設内で安全対策を

実施する体制が整備されている場合（１回を上限） 

看護体制加算 

（Ⅰ・Ⅱ同時算定可能） 

Ⅰ）   ６単位／日 常勤の看護職員を配置している場合 

Ⅱ）  １３単位／日 
最低基準の職員配置に１名以上加えた看護職員数を配

置し、２４時間の連絡体制等を確保している場合 

夜勤職員配置加算 

Ⅰ）  ２２単位／日 

夜間帯（１７：００～９：００）に介護職員及び看護

職員を平均して、３名以上（見守り機器等を一定数設

置している場合は０.１～０.４人分とする）配置してい

る場合 

Ⅲ）  ２８単位／日 
Ⅰ）に加えて、夜間帯を通じて医療行為（痰の吸引

等）の実施ができる介護職員を配置している場合 



日常生活継続支援加算 ３６単位／日 

介護福祉士を一定数配置し前６月間又は前１２月間に

おける新規入所者の総数のうち以下に該当する場合 

・要介護度４・５の者の占める割合が７０％以上 

・日常生活に支障を来す症状や行動がある認知症の者

の占める割合が６５％以上 

・医療行為（痰の吸引等）を必要とする者の占める割

合が１５%以上 

科学的介護推進体制加算 

Ⅰ）  ４０単位／月 

心身の状況（ＡＤＬ値、栄養状態等）等の基本的情報

を厚生労働省に提出し、フィードバックされた情報を

適切かつ有効に提供するために活用している場合 

Ⅱ）  ５０単位／月 
Ⅰ）に加えて疾病の状況等に関する情報を厚生労働省

に提出している場合 

褥瘡マネジメント加算 

Ⅰ）   ３単位／月 

褥瘡発生予防のため、発生リスクを定期的に評価、厚

生労働省に提出し、その結果に基づき褥瘡ケア計画を

作成する等、計画的に褥瘡管理を実施した場合 

Ⅱ）  １３単位／月 

Ⅰ）に加えて施設入所時の評価の結果、褥瘡の発生リ

スクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がな

い、または入所時に認められた褥瘡が治癒した場合 

介護職員等処遇改善加算 

Ⅰ）   １ヶ月の合計単位数の１４．０％ 
Ⅱ）に加え経験・技能のある

職員の充実を図っている場合 

Ⅱ）   １ヶ月の合計単位数の１３．６％ 

Ⅲ）に加え総合的な職場環境

改善により職員の定着促進に

取り組んでいる場合 

Ⅲ）   １ヶ月の合計単位数の１１．３％ 

Ⅳ）に加え資格や経験に応じ

た昇給の仕組みを整備してい

る場合 

Ⅳ）   １ヶ月の合計単位数の ９．０％ 

介護職員の基本的な待遇改善

やベースアップ等の取り組み

を行っている場合 

協力医療機関連携加算 

Ⅰ） 

＜令和７年３月３１日まで＞

１００単位／月 

＜令和７年４月１日から＞  

５０単位／月 

協力医療機関と入所者の病歴等情報共有を行う会議を

定期的に開催し、医療機関が以下の要件を満たす場合 

①急変時に医師又は看護職員が相談対応を行う体制の

確保 

②高齢者施設からの求めに応じ診療を行う体制の確保 

③入院が必要な入所者を原則受け入れる体制の確保 

Ⅱ）   ５単位／月 協力医療機関が上記の要件を満たしていない場合 

高齢者施設等感染対策 

向上加算 

Ⅰ）  １０単位／月 

第二種指定医療機関と連携し新興感染症発生時の対応

を取り決めるとともに、地域の医師会等が開催する感

染対策に関する研修に参加した場合 

Ⅱ）   ５単位／月 
施設内で感染症が発生した場合の感染制御等の実地指

導を３年に１回以上受けている場合 

新興感染症等施設 

療養費 
２４０単位／日 

入所者が新興感染症に感染した場合に、適切な感染対

策を行い施設内で療養を行った場合 



生産性向上推進体制 

加算 

Ⅰ） １００単位／月 

見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、Ⅱ）の要

件を満たした上で業務改善の取り組みによる成果を確

認し、その効果を示すデータを提出した場合 

Ⅱ）  １０単位／月 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、生産

性向上のための委員会を開催して、ガイドラインに基

づいた改善活動を継続的に行い、その効果を示すデー

タを提出した場合 

排せつ支援加算 

Ⅰ）  １０単位／月 

排せつに介護を要する入所者の要介護状態の軽減の見

込みについて定期的に評価し厚生労働省に提出すると

共に多職種が共同して支援計画を作成し実施した場合 

Ⅱ）  １５単位／月 

Ⅰ）に加えて排尿・排便の状態の少なくとも一方が改

善していずれにも悪化がない、もしくは尿道カテーテ

ルが抜去された、又はオムツ使用ありからなしへ改善

した場合 

Ⅲ）  ２０単位／月 

Ⅰ）に加えて排尿・排便の状態の少なくとも一方が改

善していずれにも悪化がない、もしくは尿道カテーテ

ルが抜去された、かつオムツ使用ありからなしへ改善

した場合 

ＡＤＬ維持等加算 

Ⅰ）  ３０単位／月 

利用開始月とその翌月から起算して６月目に、バーセ

ルインデックスを測定し AＤＬ結果を厚生労働省に提

出した上で、ＡＤＬ利得の平均値が１以上である場合 

Ⅱ）  ６０単位／月 

利用開始月とその翌月から起算して６月目に、バーセ

ルインデックスを測定し AＤＬ結果を厚生労働省に提

出した上で、ＡＤＬ利得の平均値が３以上である場合 

自立支援促進加算 ３００単位／月 

医師が自立支援の為に医学的評価を定期的に行い、多

職種が共同して支援計画を策定し３ヶ月に１回見直し

を行うと共に医学的評価を厚生労働省に提出した場合 

サービス提供体制 

強化加算 

Ⅰ）  ２２単位／日 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

８０％以上、または勤続年数１０年以上の介護福祉士

の割合が３５％以上 

Ⅱ）  １８単位／日 
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

６０％以上 

Ⅲ）   ６単位／日 

以下のいずれかに該当する場合 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

５０％以上 

・介護・看護職員の総数のうち、常勤職員の占める割

合が７５％以上 

・生活相談員・介護・看護職員の総数のうち、勤続年

数７年以上の者の占める割合が３０％以上 

療養食加算  ６単位／回 
医師の発行する食事箋に基づき、適切な栄養量及び内

容を有する食事を提供した場合（１日３回を限度） 

栄養マネジメント強化加算 １１単位／日 

栄養士を一定数配置し、栄養ケア計画の作成や厚生労

働省へのデータ提出、食事の観察、調整を行い、低栄

養状態のリスクが高い入所者への早期対応を行ってい

る場合 

看 取 り 介 護 加 算

（Ⅰ） 

７２単位／日 死亡日以前３１～４５日 医師から回復する見込みがない

と判断され、入居者又は家族等

の同意の上で看取り介護を行う

場合 

１４４単位／日 死亡日以前４～３０日 

６８０単位／日 死亡日前日・前々日 



１，２８０単位／日 死亡日 

看 取 り 介 護 加 算

（Ⅱ） 

７２単位／日 死亡日以前３１～45 日 上記（Ⅰ）に加え医師との具体

的な取り決めや２４時間対応等

の医療連携体制を整備し、看護

体制加算（Ⅱ）を算定している

場合 

１４４単位／日 死亡日以前４～３０日 

７８０単位／日 死亡日前日・前々日 

１，５８０単位／日 死亡日 

経口維持加算 

（Ⅰ・Ⅱ同時算定可能） 

Ⅰ） ４００単位／月 

摂食機能障害があり、誤嚥が認められる入所者に対し

て医師等の指示に基づき食事の観察及び会議を行い、

経口維持計画を作成し特別な管理を行った場合 

Ⅱ） １００単位／月 
協力歯科医療機関を定め、食事の観察及び会議等に医

師、歯科医師等が加わった場合 

経口移行加算 ２８単位／日 
経管栄養摂取者が経口摂取に移行するために、医師の

指示に基づく栄養管理を実施した場合 

再入所時栄養連携加算 ２００単位／回 

特別職を必要とする入所者等が再入所する際に、施設

の管理栄養士が病院の管理栄養士と連携し栄養ケア計

画を策定した場合（１回を上限） 

口腔衛生管理加算 

Ⅰ）  ９０単位／月 
歯科医師等が介護職員に対し口腔ケアに係る技術的助

言や指導を行い、計画を作成した場合 

Ⅱ） １１０単位／月 
Ⅰ）に加えて口腔衛生の管理に係る情報を厚生労働省

に提出し、必要な情報を活用している場合 

特別通院送迎加算 ５９４単位／月 
透析を要する入所者に対し、１月に１２回以上通院の

ため送迎を行った場合 

退所前訪問相談援助加算 ４６０単位／回 
退所を前提にした相談援助のため居宅を訪問し、相談

援助を行った場合（２回を上限） 

退所後訪問相談援助加算 ４６０単位／回 
退所後３０日以内に居宅を訪問し、入所者及び家族等

に対して相談援助を行った場合（１回を上限） 

退所時相談援助加算 ４００単位／回 
退所に必要な食事、入浴、家屋の改善等の具体的な相

談援助を行った場合（１回を限度） 

退所時情報提供加算 ２５０単位／回 
医療機関へ退所した際、心身の状況、生活歴等を示す

情報を医療機関へ提供した場合（１回を上限） 

退所時栄養情報連携加算 ７０単位／回 

特別食を必要とする、もしくは低栄養状態にある入所

者が医療機関に退所した際に、管理栄養士が医療機関

に対して栄養管理に関する情報を提供した場合 

退所前連携加算 ５００単位／回 
退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対

する情報提供や調整等を行った場合（１回を上限） 

在宅・入所相互利用加算 ４０単位／日 
在宅の要介護者及び入所者が、あらかじめ在宅期間及

び入所期間を定めて、居室を計画的に利用した場合 

在宅復帰支援機能加

算 
１０単位／日 

入所者が在宅へ退所するにあたり、退所後の在宅サー

ビス等の相談を行った場合 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ及びⅡ・Ⅲ同時

算定可能） 

Ⅰ）  １２単位／日 
専ら機能訓練に従事する常勤の看護師等を配置し、計

画に基づき機能訓練を計画的に実施している場合 

Ⅱ）  ２０単位／月 

Ⅰ）に加えて個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生

労働省に提出し訓練実施の為に必要な情報を活用した

場合 

Ⅲ）  ２０単位／月 

個別機能訓練加算Ⅱ及び口腔衛生管理加算Ⅱ、栄養マ

ネジメント強化加算を算定し、かつ関係職種が情報を

相互に共有し、必要に応じて計画の見直しを行ってい

る場合 



生活機能向上連携加算 

Ⅰ） １００単位／月 

外部の理学療法士等からの助言を受けることができる

体制を構築し、助言を受けた上で機能訓練指導員等が

個別機能訓練計画を作成等した場合（３ヶ月に１回を

上限） 

Ⅱ） ２００単位／月 

外部の理学療法士等が施設を訪問し、入所者の身体状

況等の評価を共同して行い、個別機能訓練計画を作成

して、計画的に機能訓練を実施した場合 

外泊時在宅サービス利用費用 ５６０単位／日 
入所期間中に自宅に外泊し、その間に施設職員等から

居宅サービスを提供した場合（１ヶ月６日間を上限） 

医師緊急時対応加算 

勤務時間外）３２５単

位／回 

配置医師が早朝（６時～８時）、夜間（１８時～２２

時）、深夜（２２時～６時）または配置医師の通常の

勤務時間外に施設を訪問して診療を行った場合 早朝・夜間）６５０単

位／回 

深夜）  １,３００単

位／回 

常勤医師配置加算 ２５単位／日 常勤の医師を１名以上配置している場合 

精神科医療養指導加

算 
５単位／日 

精神科を担当する医師による療養指導が月２回以上行

われている場合 

障害者生活支援体制加算  

Ⅰ）  ２６単位／日 
一定の障害がある入所者に対して、障害者生活支援員

等が配置され、適切な生活の支援が行われている場合 

Ⅱ）  ４１単位／日 
一定の障害のある入所者が５０％以上、かつ、常勤専

従の障害者生活支援員を２名以上配置している場合 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 
６５歳未満の若年性認知症入所者ごとに担当者を定

め、サービスを提供した場合 

認知症行動・心理症

状緊急対応加算 
２００単位／日 

認知症行動・心理症状（妄想や幻覚など）が認めら

れ、在宅生活が困難であると医師に判断された方が即

日又は翌日より利用された場合（７日間を上限） 

認知症専門ケア加算 

Ⅰ）   ３単位／日 
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者が一定数

以上配置されている場合 

Ⅱ）   ４単位／日 
認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了した者を

１名以上配置させている場合 

認知症チームケア推

進加算 

Ⅰ） １５０単位／月 

①入所者の総数のうち認知症の者の占める割合が２分

の１以上 

②個別の評価を計画的に行い、認知症の行動・心理症

状の予防等に資するチームケアを実施している 

③カンファレンスの開催、計画の作成、評価、見直し

等を定期的に行っている 

④認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介

護の指導に係る専門的な研修を修了している者等を

１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る

チームを組んでいる 

Ⅱ） １２０単位／月 

上記①～③に適合し、認知症の行動・心理症状の予防

等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了して

いる者を１名以上配置し、複数人の介護職員から成る

チームを組んでいること 

 

（４）地域区分 

      1 単位の単価は、物価などに応じて区分された地域によって異なり、５級地の

栄町では利用料金及び加算料金に対して規定の割合（０.０４５）で上乗せされま

す。 



（５）介護保険給付対象外サービスの料金 

① 居住に要する費用 

この施設及び設備を利用し、居住されるに当たり、光熱水費及び室料（建物

設備等の減価償却費等）相当額をご負担して頂きます。 

介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定

証に記載された居住費の金額（１日当たり）のご負担となります。 

＊外出・外泊・入院等で居室を空けておく場合は、第１～３段階の方は６日

までは負担限度額認定の適用が受けられますが、７日目からは通常の料金が発

生します。   

 通常 

（第４段階） 
第１段階 第２段階 

第３段階①／ 

第 3 段階② 

多床室 ９１５円 ０円 ４３０円 ４３０円 

従来型個室 １,２３１円 ３８０円 ４８０円 ８８０円 

② 食事の提供に要する費用 

入所者に提供する食事の材料費及び調理費に係る費用です。実費相当額の範

囲内にて負担して頂きます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受け

ている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額（１日当たり）

のご負担となります。 

通常 

（第４段階） 
第１段階 第２段階 第３段階① 第 3 段階② 

１,５５０円 ３００円 ３９０円 ６５０円 １，３６０円 

 嚥下訓練食：６０円／１品（経管栄養対象者で嚥下訓練を行う場合） 

 出 前 食：メニューに応じて実費相当 

 

（６）その他の日常生活費用 

  ① 理美容費（外部業者の出張サービス。実費） 

  ② 事務管理費（預かり金管理及び通帳入出金明細書作成費用：３，０００円／１

ヶ月） 

  ③ 個人使用の電化製品光熱費（応相談） 

  ④ 健康管理費（予防接種、その他必要に応じた健康管理に係る費用等の実費） 

  ⑤ 特別な食事に係る費用（実費） 

  ⑥ 入所者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供

する場合（実費） 

  ⑦ 入所者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供す

る場合（実費） 

 

（７）その他の料金 

  ① その他の日常生活費用の他、入所者の都合により生じた支払いについては、金

融機関の振替又は振込等を利用された場合、その手数料をご負担いただきます。 

  ② 食事キャンセル料は、食事の提供に係る利用料金とさせていただきます。（前

日午後５時までに申し出ていただいた場合には、キャンセル料は発生しません。） 



  ③ 退所時、居室内の修繕に係る費用が発生した場合、必要に応じて修繕費をご負

担いただく場合があります。 

  ④ 上記（１）（２）（３）の①及び（３）の②に定めるものの他、当施設利用に要

する管理費その他入所者負担金については、本「重要事項説明書別添」及び

「契約書別紙」に定めのないもの並びに「別途協議」の表示がないものすべて

を「無料」とさせていただきます。 

 

（８）基本料金の減免措置等 

制度及び当事業所の方針による減免措置が受けられる場合があります。減免対

象については、契約時にご確認ください。 

 

（９）支払方法 

  ① 介護保険制度利用に係る料金、医療費及び日常生活費用等の支払い代行に係る

料金は、原則として指定の金融機関口座からの「口座自動引き落とし」とさせ

ていただき、この支払に係る手数料をご負担いただきます。 

  ② レクリエーション特別企画参加料金、食事キャンセル料等の不定期に発生する

費用の支払いについては、原則、前項の指定の金融機関口座からの「口座自動

引き落とし」とさせていただきます。 

  ③ 介護保険制度利用に係る料金、医療費及び日常生活費用等の支払い代行に係る

料金は、お支払い確認後に領収書を発行いたします。 


